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水質汚濁防止法、下水道法で規制されている 
工場・事業所からの排水や下水などの分析を実施しています。 

 

適用される法律は? 
工場から排出される水は、その排出先によって適用される法律が異なります。 
公共用水域（河川、海域、湖沼など）に直接排出する場合は「水質汚濁防止法」、 
下水道に排出する場合は「下水道法」が適用されます。 
 

工場排水の検査をしましょう︕ 
生活環境や自然環境への影響を考慮して排出基準が定められています。 
基準を超過すると、罰せられることがあります。 
また、多くの自治体で「上乗せ基準」というより厳しい基準が課せられている
ため、自治体の条例や規則に従う必要があります。 
製造工場、食品工場、ホテル、飲食店、畜産業やクリーニング店などの一
部、サービス業、ガソリンスタンドなどの一部小売業や特定施設などが対象
になります。 

弊社は登録検査機関です! 
・計量証明事業登録(濃度)(京都府第 1001 号) 
・計量証明事業登録(濃度)(愛知県第 279 号) 
・計量証明事業登録(特定濃度)(京都府第 4004 号) 
・特定計量証明事業者認定(MLAP)（Ｎ-0152-01） 
などの様々な事業登録を受けております。 

豊富な経験と実績があります︕ 
創業 40 年以上の歴史を持ち、様々な測定実績と経験を有しています。 
豊富な経験と知識を持つ熟練の技術者や有資格者も多数在籍しています。 
各種分析は安心して弊社にご依頼ください。 
水質に関するトラブルがあった場合などは、迅速に対応することも可能です。 
まずは、お気軽にご相談ください。 

 
水質汚濁防止法とは︖ 
工場や事業所から排出される水の排出及
び地下への浸透の規制、生活排水対策
の実施を推進することにより、公共用水域
や地下水が汚染されることの防止を図るこ
とを目的としています。 
 
下水道法とは︖ 
公共下水道や都市下水路の設置その他
の管理の基準を定めて、公衆衛生の向上
に寄与し、公共用水域の水質保全に資
することを目的としています。 
 
規制項目は︖ 
生活環境項目(pH、BOD 他)や 
健康項目(カドミウム、シアン化合物他) 
などがあり、項目ごとに基準値が定められ
ています。 

ICP-MS

自動分析装置（窒素など）


